
 

中島村資格取得支援事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、村民自らの就労等にかかる資格取得の支援により、村内人材の育成と地域振興

を図ることを目的とし、その資格取得にかかる費用の一部を助成するため、予算の範囲内で中島村

資格取得支援事業補助金（以下「補助金」という。）の交付をすることに関して、中島村補助金等の

交付の一般基準に関する規則（昭和４３年中島村規則第３号）に定めるもののほか、必要な事項を

定める。 

（補助対象事業） 

第２条 補助金の交付の対象となる事業は、国家資格、公的資格若しくは民間資格の取得のための受

験又は資格取得に要する研修、講座等（以下「受験等」という。）で村長が認める資格とする。ただ

し、次の各号の資格を除くものとする。 

(1)  普通自動車免許及び準中型自動車免許 

(2)  原動機付自転車免許を含む二輪免許 

（補助金対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1)  村内に住民登録を有する満15歳以上の者。ただし、学校教育法（昭和22年法律第26号）に規定

する学校、専修学校及び各種学校に在学する者を除くものとする。 

(2)  自身の就労等にかかる資格であり、取得しようとする資格の活用が見込まれる者（求職者又は

就労者で資格取得の目的が明確であること。） 

(3)  村税等を滞納していない者。 

(4)  同一年度において、本要綱による補助金の交付を受けていない者。 

  (5) 本要綱により、同一資格の受験等又は過去３回の補助金の交付を受けていない者 

（補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表に掲げる経費の３

分の２以内の額とし、千円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。 

２ 他の機関（就労先含む）から受験等にかかる補助金等の交付を受ける場合又は受けた場合（以下

「他の補助金等がある場合」という。）は、補助対象経費より当該額を除くものとする。 

  （補助限度額） 

第５条 前条の補助対象経費に対する補助金の額は、50,000円を限度とする。 

（補助金の交付申請） 



 

第６条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「補助申請者」という。)は、受験等の日（開始日）

の原則３０日以前に次の各号に掲げる書類を村長に提出し、承認を得なければならない。 

(1) 中島村資格取得支援事業補助金交付申請書(第１号様式) 

(2) 受験等に要する金額が分かる書類等  

(3) 他の補助金等がある場合は、その金額が分かる書類 

(4) その他村長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第７条 村長は、前条の補助金の交付申請があったときは、補助申請者へのヒアリング等を実施するな

どその内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。 

２ 村長は、補助金交付の可否を決定したときは、中島村資格取得支援事業補助金交付（不交付）決定

通知書（第２号様式）により、申請者に通知するものとする。 

３ 村長は、前項の補助金の交付決定に際して、条件を付することができる。 

（変更・中止の承認） 

第８条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）のうち、受験

等にかかる内容の一部又は全部の変更（受験等にかかる変更・中止、補助金交付決定額の増減等）が

ある場合は、中島村資格取得支援事業補助金変更・中止承認申請書（第３号様式）に関係書類を添え

て、村長の承認を得なければならない。 

２ 村長は、前項の補助事業の変更・中止承認の可否を中島村資格取得支援事業補助金変更・中止決定

通知書（第４号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第９条 補助事業者は、事業が完了したときは、村長が定める日までに、次に掲げる書類を添えて、村

長に提出しなければならない。 

(1)  中島村資格取得支援事業補助金実績報告書(第５号様式) 

(2)  受験等にかかる領収書等の写し 

(3)  他の補助金等がある場合は、その金額が分かる書類 

(4)  その他村長が必要と認める書類 

（補助金の交付請求） 

第10条 補助事業者は、前条における実績報告後、村長が定める日までに、中島村資格取得支援事業補

助金交付請求書（第６号様式）により、補助金の交付請求を行うものとする。 

 



 

（交付決定の取消し） 

第11条 村長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取

消すことができる。 

(1)  この要綱の規定に違反したとき。 

(2)  交付決定に付した条件に違反したとき。 

(3)  偽り又は不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

２ 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消したときは、中島村資格取得支援事業補助金交

付決定取消通知書（第７号様式）により、補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第12条 村長は、前条の規定により補助金交付決定を取消した場合において、当該取り消しにかかる補

助金を既に交付しているときは、中島村資格取得支援事業補助金返還命令書（第８号様式）により、

補助事業者に対し、補助金の返還を命ずるものとする。 

（その他） 

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表(第４条関係) 

 補助対象経費 

区 分 

１ 資格取得のための受験料 

２ 研修、講座等の参加費（参加のため必要となる教材費等を含む）※研修等の修了をもって資格取

得となるもの又は資格取得に関し試験等の一部が免除されるものに限る。 

３ その他村長が必要と認める経費 

備考 課税額は対象経費としない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


